
生駒市訓令甲第２号 

 生駒市事務専決規程及び生駒市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規

程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和４年３月３１日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市事務専決規程及び生駒市住民基本台帳ネットワークシステム運用管

理規程の一部を改正する訓令 

 （生駒市事務専決規程の一部改正） 

第１条 生駒市事務専決規程（平成２４年３月生駒市訓令甲第２号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条第９号中「、学校給食センター所長」を削り、同条第１２号中「、学

校給食センター副所長」を削り、同条第１３号中「秘書課市制５０周年事業室

長」を「デジタル推進課スマートシティ推進室長」に改め、「都市計画課学研

推進室長及び」を削り、「都市計画課住宅政策室長」の次に「、拠点形成課学

研推進室長及び教育指導課教育政策室長」を加え、同条第１４号中「小平尾南

児童館長」の次に「、学校給食センター所長」を加える。 

  第５条第１項第２号中「都市計画課長」を「拠点形成課長」に、「都市計画

課学研推進室長」を「拠点形成課学研推進室長」に改め、同項第１０号中「Ｉ

ＣＴイノベーション推進課長」を「デジタル推進課長」に改める。 

  第１３条中第６号を削り、第７号を第６号とする。 

  第３１条（見出しを含む｡)中「市民活動推進課長」を「地域コミュニティ推

進課長」に改める。 

  第３２条の２（見出しを含む｡)中「ＩＣＴイノベーション推進課長」を「デ

ジタル推進課長」に改め、同条の次に次の１条を加える。 



  （デジタル推進課スマートシティ推進室長の専決事項） 

 第３２条の３ デジタル推進課スマートシティ推進室長が専決できる事項は、

次のとおりとする。 

  (1) 軽易なスマートシティの企画及び調整に関すること。 

  (2) 軽易な地域情報化の企画及び調整に関すること。 

  (3) 軽易な奈良先端科学技術大学院大学との連携の企画及び調整に関する

こと。 

  第４４条（見出しを含む｡)中「高齢施策課長」を「福祉政策課長」に改め

る。 

第４９条第３号中「（次条に係るものを除く｡)」を削る。 

第４９条の２を削る。 

  第５２条第３号中「軽易な」を削る。 

  第５６条中第２号を削り、第３号を第２号とする。 

  第５６条の２を削る。 

  第５６条の３第１号中「住宅政策」を「住宅施策」に改め、同条を第５６条

の２とし、同条の次に次の２条を加える。 

  （拠点形成課長の専決事項） 

 第５６条の３ 拠点形成課長が専決できる事項は、次のとおりとする。 

  (1) 都市拠点及び地域拠点の形成に関する資料の収集、調査及び研究に関

すること。 

  (2) 産業・学術研究拠点の形成に関する資料の収集、調査及び研究に関す

ること。 

  (3) 市街地再開発事業に係る資料の収集、調査及び研究に関すること。 

  （拠点形成課学研推進室長の専決事項） 

 第５６条の４ 拠点形成課学研推進室長が専決できる事項は、次のとおりとす



る。 

  (1) 軽易な関西文化学術研究都市高山地区関連事業に係る連絡調整に関す

ること。 

  第６０条（見出しを含む｡)中「こども課長」を「幼保こども園課長」に改

め、同条中第１号から第４号までを削り、第５号を第１号とし、第６号を第２

号とする。 

  第６１条を削り、第６０条の３を第６１条とし、第６０条の２を第６０条の

３とし、第６０条の次に次の１条を加える。 

  （こども総務課長の専決事項） 

 第６０条の２ こども総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。 

  (1) 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）に規定する児童手当の認定請

求の受理及び審査並びにその支給に関すること。 

  (2) 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）に規定する児童扶養手

当の認定請求の受理及び審査並びにその支給に関すること。 

  (3) 児童福祉法に規定する助産及び母子保護の実施の決定に関すること。 

  (4) ひとり親家庭自立支援給付金の支給の決定に関すること。 

  第６２条に次の１号を加える。 

  (2) やまびこホールの使用料の徴収及び還付に関すること。 

 （生駒市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程の一部改正） 

第２条 生駒市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程（平成１４年８

月生駒市訓令甲第９号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「ＩＣＴイノベーション推進課長」を「デジタル推進課長」

に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 


